
垂見保育園しおり（重要事項説明書） 

（２０２５年 ４月 １日現在） 

１ 事業者 

事業者の名称 社会福祉法人 知新福祉会 垂見保育園 

代表者名 理事長 大橋 真一 

法人の所在地 福岡県柳川市三橋町垂見 980-1 

法人の電話番号 ０９４４－７３－６７４２ 

定款の目的に定めた事業 第二種社会福祉事業 保育所の経営 

 

２ 事業の目的 

 児童福祉法に基づいて、乳児及び幼児の保育事業を行うこと 

 

３ 運営方針 

 養護と教育を一体的に行い、子どもが現在を最も良く生き、望ましい未来を作り出す 

力の基礎を培います。 

 

４ 保育所の概要 

名称 垂見保育園 

所在地 福岡県柳川市三橋町垂見 980-1 

電話番号 ０９４４－７３－６７４２ 

法人創立年月日 昭和６３年１２月 ５日 

事業認可年月日 昭和６３年１２月２１日 

施設長氏名 大橋 真一 

利用定員 ０歳児    ・・１０名 

１・２歳児  ・・４０名 

３・４・５歳児・・７０名  計１２０名 

職員数 ２６名 

特別保育の実施状況 障がい児保育、延長保育（１時間）、一時保育 

職員への研修の実施状

況 

職種、経験に基づき各自の専門性を高めるためにすべての職員

に月１回園内研修及び随時園外研修を実施 

嘱託医 松尾医院 

嘱託歯科医 石田歯科医院 

 

 

５ 開所日・開所時間及び休所日 

開所日 月曜日から土曜日 

開所時間 午前７時から午後７時まで 

保育時間 短時間・・・・午前８時から午後４時まで 

標準時間・・・午前７時から午後６時 

休所日 日曜日、国民の祝日、年末年始（１２月２９日から１月３日まで） 

 

 

 



６ 施設の概要 

敷地面積 １９８０．００㎡ 

建物 鉄筋コンクリート造 ２階建て 延べ床面積９３３．８６㎡ 

施設の内容 乳児室・ほふく室面積１３７．０９㎡、調理室面積４６．００㎡、保育 

室遊戯室面積３３７．４３㎡、調乳室５．００㎡、乳幼児用トイレ５箇

所、屋外遊戯場１２４６．００㎡ 

 

７ 職員体制（令和 7年 ４月 １日現在） 

職名 人数  

園長 １人 保育・教育の質の向上及び職員の資質の向上に取組むととも

に、職員の管理及び業務の管理を一元的に行う。 

主任保育士 １人 園長を補佐すると共に、保育計画の立案や支給認定保護者から

育児相談、地域の子育て支援活動及び保育内容について他の保

育士を統括する 

保育士 １９人 保育計画及び保育課程の立案とその計画、家庭に基づくすべて

の子供が安定した生活を送り、充実した活動ができるように保

育を行う。 

調理員 ２人 献立に基づく調理業務及び食育に関する活動 

事務員 １人 経理その他の庶務 

看護師 1人 子供の健康管理と当園全般の衛生管理を行う 

子育て支援員 ３人 子供が成長できる環境や体制が確保されるという形で貢献して

いけるよう保育士の補助をし保育を行う。 

補助職員 １名 

嘱託医 

  

   １人 

 

当園の子供の心身の健康管理を行うとともに、定期健康診断、

職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う 

嘱託歯科    １人 当園の子供の心身の健康管理を行うとともに、定期健康歯科診

断、職員及び支給認定保護者への相談・指導を行う 

 

８ 提供する保育の内容 

  本園は、保育所保育指針に基づき、以下に掲げる保育その他の便宜の提供をする。 

⑴ 通常保育     第７条第１項に規定する時間において保育を提供する。 

⑵ 延長保育  

⑶ 一時預かり事業   ※自主事業を含む 

 

９ 利用の開始、終了に関する事項及び利用にあたっての留意事項 

１ 当園は、市町村が行った利用調整により当園の利用が決定されたときかつ 

   保育・教育の実施について委託受けたときは、これに応じる。 

 ２ 当園の利用開始にあたり必要な事項を記載した書面により、当該利用子どもの支給 

   認定保護者とその内容を確認する。 

 ３ 当園の利用子どもが次のいずれかに該当するときは、保育・教育の提供を終了する 

   ものとする。 

 （１）「子ども・子育て支援法施行規則」第１条の規定に該当せず、市町村が利用を取り

消ししたとき。 



 （２）支給認定保護者から保育所利用の取消しの申出があったとき。 

 （３）市町村が保育所の利用継続が不可能であると認めたとき。 

 （４）その他、利用継続において重大な支障又は困難が生じたとき。 

 

１０ 保育料について 

  ・令和元年１０月１日から満３歳になった後の４月１日から、小学校入学前までの 

   ３年間無償化になります。 

  ・０～２歳までの子どもについては住民税非課税世帯を対象として利用料が無償化 

   されます。 

 

１１ 保護者の負担について 

（１）保育料 

  保育料は、柳川市が決定します。 

（２）実費徴収 

  保育料のほかに、保護者にご負担いただくものとして以下のものがあります。 

① 絵本代 1歳児以上 毎月４００円程度（年齢等によって異なります）  

② 道具代 ３歳児３,０７０円程度、４歳児９９０円程度、５歳児３，３５０円程度、 

（４歳児５歳児の新入園児は別途４，１２０円程度） 

③ 給食費 ３歳以上児 月５，５００円（主食費 1,000円 副食費 4,700円） 

④ 上記のほか、カラー帽子、体操服、園児服を負担いただきますが、徴収額は年齢

等によって異なります。 

  また、保護者会から保護者会費の徴収があります。 

（３）延長保育 

    短時間の場合は１６時以降１時間につき１００円 

    標準時間の場合は１８時から１９時まで１００円 

   の利用料がかかります。 

 

１２ 給食について 

当園の給食方針 笑顔でおいしく楽しく正しい食生活で健康な体と精神をつくる 

昼食・おやつ 新鮮で豊富な食材を、清潔に安全に丁寧に調理します。手づくりおやつを主

とします。 

アレルギー等への 

対応 

アレルギー食材に対して除去食ならびに代替食の対応となります。 

また個別に要望があれば対応いたします。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



１３ 年間行事予定（令和７年度） 

月 行事内容 

４月 入園式、内科検診、歯科検診 

５月 誕生会（４．５．６月） 

６月 保育参観、尿検査 

７月 水遊び、七夕まつり、夕涼み会（年長児） 

８月 保育参観 

９月 誕生会（７．８．９月） 

１０月 運動会、誕生日会（１０，１１．１２月） 

内科検診、歯科検診 

１１月 秋の遠足、保育参観 

１２月 クリスマス会、もちつき、はっぴょう会 

１月 初詣、誕生日会（１．２．３月） 

２月 豆まき、保育参観、おわかれ遠足、太宰府天満宮参拝（年長児） 

３月 卒園式 

◎毎月の行事 

  ○交通安全指導日 

  ○避難訓練・防火訓練・不審者対策・地震対策 

  ○英語教室・体育教室（３歳以上児） 

  ◯身体測定 

 

 

１４ 緊急時に等における対応方法 

１ 当園は、保育・教育の提供中に、利用子どもの健康状態の急変、その他緊急事態が生

じたときは、速やかに利用子どもの家族等に連絡をするとともに、嘱託医又は利用子

どもの主治医に相談する等の措置を講じる。 

 ２ 保育・教育の提供により事故が発生した場合は、委託元市町村、及び保護者に連絡 

するとともに、必要な措置を講じる。 

 ３ 利用子どもに対する保育・教育の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損

害賠償を速やかに行う。 

 

１５ 非常災害対策 

   当園は、非常災害に関する具体的な計画を立て、防火管理者を定め、非常災害時の関

係機関への通報及び連携体制を整備し、それらを定期的に職員に周知するとともに、

毎月１回以上避難及びその他必要な訓練を実施する。 

 

１６ 虐待の防止のための措置 

  職員は、乳幼児の虐待が疑われる場合には、乳幼児の保護とともに家族の養育態度の

改善を図ることとし、関係機関、市町村に通報するものとする。 

 

１７ 苦情申し出窓口 

  社会福祉法の規定により利用者からの苦情に適切に対応する体制を整えております。 

  苦情解決責任者、苦情受付担当者、第三者委員を設置し苦情解決に努めます。 


